
令和２年７月１０日から全国の法務局で始まった本制

度は、自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書

の保管を申請することができる制度です。

自筆証書遺言書は手軽に作成できる反面、保管場所が自

宅であることが多く、紛失や隠匿、改ざん等のおそれがあ

ります。本制度は、自筆証書遺言書のメリットを損なわ

ず、問題点を解消するための方策として創設されました。

ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして

自筆証書遺言書を検討されるに当たっては、ぜひ本制度を

ご活用ください。なお、本制度に係る手続はすべて予約が

必要です。

▶ 詳しくは、法務省の

ホームページをご覧ください。

「相続・遺言」 ～耳より情報～
京都地方法務局からのお知らせ

本制度では、相続人が、法務局に、戸籍関係書類ととも

に、法定相続人を一覧にして記載した書面を提出すれば、

各種相続手続で戸籍の代わりとして使用できる証明書が無

料で交付されます。

証明書は、不動産の相続登記の申請をはじめ、預金の払

戻しや相続税の申告、年金の手続等、各種相続手続にご使

用いただけます。

証明書を戸籍の代わりとして提出することで、複数の手

続を同時に進めることができ、時間短縮につながる上、コ

スト面でもメリットのある大変便利な制度です。

京都地方法務局・京都司法書士会が主催する本センターでは、相続・遺言に関する司法書士による無料法律相談（面接相

談・１回３０分以内・要予約）を定期的に実施しています。お気軽にご利用ください。

【会場１】 京都地方法務局 ３階 【会場５】 京都地方法務局京丹後支局 ２階

毎週月・水・金 １４時～１６時 毎月第２水曜日 １４時～１６時

【会場２】 京都地方法務局宇治支局 １階 【会場６】 京都地方法務局宮津支局 ２階

毎月第２・第４火曜日 １５時～１７時 毎月第３水曜日 １４時～１６時

【会場３】 京都地方法務局園部支局 ２階 【会場７】 京都地方法務局福知山支局 １階

毎月第３火曜日 １４時～１６時 毎月第４水曜日 １４時～１６時

【会場４】 京都地方法務局舞鶴支局 １階

毎月第１水曜日 １４時～１６時

【予約先】京都司法書士会

Ｗｅｂ予約 京都司法書士会のＷｅｂサイト ⇒

電話予約 ０７５－５８５－４１１３

自筆証書遺言書保管制度をご存じですか？ あなたの相続手続を応援します！

～法定相続情報証明制度～

司法書士による相続・遺言の無料法律相談

「相続・遺言相談センター」

何度も戸籍謄本を集める苦労にサヨナラ！

法務局であなたの遺言書を大切にお預かりします！

相続登記が義務化されました！

まずは司法書士に相談してみよう！

・相続したことを知った日から３年以内に登記が必要です。

※正当な理由なく義務に違反した場合、１０万円以下の過料が科される可能性があります。

・義務化前の相続も対象です。

※義務化前に相続したことを知った不動産は、令和９年３月末までに登記する必要があります。

不動産登記推進イメージキャラクター
「トウキツネ」



自 筆 証 書 遺 言 書 保 管 制 度　 法 定 相 続 情 報 証 明 制 度

京都市

（上京区，中京区，下京区，東山区，山科区，
  左京区，北区にお住まいの方）
　　京都地方法務局不動産登記部門
　　電話：０７５－２３１－０２１４
（伏見区，南区にお住まいの方）
　　京都地方法務局伏見出張所
　　電話：０７５－６４５－６７２６
　　※音声ガイダンス②を選択
（右京区，西京区にお住まいの方）
　　京都地方法務局嵯峨出張所
　　電話：０７５－８６１－０７４２
　　※音声ガイダンス②を選択

福知山市 　京都地方法務局福知山支局
　電話：０７７３－２２－３０４３

舞鶴市 　京都地方法務局舞鶴支局
　電話：０７７３－７６－０８５８

綾部市 　京都地方法務局福知山支局
　電話：０７７３－２２－３０４３

宇治市 　京都地方法務局宇治支局
　電話：０７７４－２４－４１２１

宮津市 　京都地方法務局宮津支局
　電話：０７７２－２２－２５６１

亀岡市 　京都地方法務局園部支局
　電話：０７７１－６２－０３８０

城陽市 　京都地方法務局宇治支局
　電話：０７７４－２４－４１２１

向日市
　京都地方法務局嵯峨出張所
　電話：０７５－８６１－０７４２
　※音声ガイダンス②を選択

長岡京市
　京都地方法務局嵯峨出張所
　電話：０７５－８６１－０７４２
　※音声ガイダンス②を選択

八幡市 　京都地方法務局宇治支局
　電話：０７７４－２４－４１２１

京田辺市 　京都地方法務局宇治支局
　電話：０７７４－２４－４１２１

京丹後市 　京都地方法務局京丹後支局
　電話：０７７２－６２－０３６５

南丹市 　京都地方法務局園部支局
　電話：０７７１－６２－０３８０

木津川市 　京都地方法務局木津出張所
　電話：０７７４－７２－０２６５

大山崎町
　京都地方法務局嵯峨出張所
　電話：０７５－８６１－０７４２
　※音声ガイダンス②を選択

久御山町 　京都地方法務局宇治支局
　電話：０７７４－２４－４１２１

井手町 　京都地方法務局宇治支局
　電話：０７７４－２４－４１２１

宇治田原町 　京都地方法務局宇治支局
　電話：０７７４－２４－４１２１

笠置町 　京都地方法務局木津出張所
　電話：０７７４－７２－０２６５

和束町 　京都地方法務局木津出張所
　電話：０７７４－７２－０２６５

精華町 　京都地方法務局木津出張所
　電話：０７７４－７２－０２６５

南山城村 　京都地方法務局木津出張所
　電話：０７７４－７２－０２６５

京丹波町 　京都地方法務局園部支局
　電話：０７７１－６２－０３８０

伊根町 　京都地方法務局宮津支局
　電話：０７７２－２２－２５６１

与謝野町 　京都地方法務局宮津支局
　電話：０７７２－２２－２５６１

　 自筆証書遺言書は、

　 ①遺言者の住所地
　 ②遺言者の本籍地
　 ③遺言者が所有する不動産の所在地

 　のいずれかを管轄する法務局（遺言書保管所）
 で保管の申請をすることができます。

　 ただし、追加で保管の申請をする場合は、最初
 に保管の申請をした遺言書保管所に対してのみ申
 請することができます。

　 京都府内の遺言書保管所は、下記の７カ所で
 す。

                  　記

　京都地方法務局供託課
　電話：０７５－２３１－０２９５・０３１７

　京都地方法務局宇治支局
　電話：０７７４－２４－４１２２

　京都地方法務局園部支局
　電話：０７７１－６２－０３８０

　京都地方法務局宮津支局
　電話：０７７２－２２－２５６１

　京都地方法務局京丹後支局
　電話：０７７２－６２－０３６５

　京都地方法務局舞鶴支局
　電話：０７７３－７６－０８５８

　京都地方法務局福知山支局
　電話：０７７３－２２－１２９３


